
  

山口市上下水道事業建設コンサルタント業務等の入札経過公表要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、山口市上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が

発注する予定価格が100万円を超える競争入札に付した建設コンサルタント業務

（測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント

業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。）の入札経過表を

公表するに当たり、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（公表の対象、方法並びに公表期間） 

第２条  公表の対象、方法並びに公表期間は、山口市建設コンサルタント業務等

の入札経過公表要領の例による。 

（その他） 

第３条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

 この要領は、平成22年7月15日から施行する。 

 



  

 

様式第 1 号 

 

 

  ・  年度 競争入札参加資格者名簿（コンサルタント業務等） 
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